


第
３
回
、
第
４
回
合
併
協
議
会
に
お

い
て
、
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期

の
取
扱
い
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
、

任
期
に
つ
い
て
在
任
特
例
を
適
用
す
る

こ
と
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法

律
（
以
下
、「
合
併
特
例
法
」
と
略
記
）

に
お
け
る
在
任
特
例
と
は
、
編
入
合
併

の
場
合
は
合
併
す
る
市
町
村
が
協
議
を

行
い
、
編
入
さ
れ
る
市
町
村
の
議
員
が

編
入
を
す
る
市
町
村
の
議
員
の
在
任
期

間
に
合
わ
せ
て
、
引
き
続
き
在
任
す
る

も
の
で
す
。

す
な
わ
ち
、
現
職
の
大
館
市
議
の
任

期
は
平
成
１９
年
４

月
ま
で
と
な
っ
て

い
る
た
め
、
合
併

後
平
成
１９
年
４
月

ま
で
は
、
現
職
の

大
館
市
議
２８
人
と

田
代
町
議
１６
人
は
、

そ
の
ま
ま
議
員
の

職
を
継
続
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

次
に
議
員
報
酬
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
、

大
館
市
、
田
代
町
と
も
に
新
市
発
足
後

の
議
員
の
報
酬
は
、
現
大
館
市
議
は
現

行
の
大
館
市
議
の
報
酬
、
現
田
代
町
議

は
、
現
行
の
田
代
町
議
の
報
酬
を
適
用

す
る
こ
と
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
合
併
後
最
初
（
平
成
１９
年
４

月
）
の
一
般
選
挙
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
合
併
特
例
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る

選
挙
区
を
設
け
た
定
数
特
例
の
適
用
が

協
議
さ
れ
ま
し
た
が
、
結
論
は
次
回
へ

持
ち
越
し
と
な
り
継
続
協
議
と
な
り
ま

し
た
。両

市
町
議
会
で
の

協

議

結

果

要

旨

大
館
市
議
会
（
伊
藤

毅
委
員
）

大
館
市
議
会
と
し
て
は
、
在
任
特
例

の
適
用
に
議
員
２８
人
中
２１
人
が
賛
成
。

議
員
報
酬
に
つ
い
て
は
、
議
会
費
を
こ

れ
以
上
上
げ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
、
大
館
市
は
大
館
市
の
報
酬
の
ま

ま
、
田
代
町
は
田
代
町
の
報
酬
の
ま
ま
、

現
行
ど
お
り
が
妥
当
と
い
う
も
の
が
大

勢
を
占
め
た
が
、
２
割
減
を
提
案
す
る

議
員
も
２
人
い
た
。
ま
た
、
合
併
後
最

初
の
一
般
選
挙
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
２
年
を
経
過
し
て
い
る
の
で
、

大
館
田
代
一
体
で
選
挙
す
べ
き
と
す
る

の
が
大
勢
を
占
め
、
定
数
特
例
を
適
用

し
田
代
町
の
定
数
を
確
保
す
べ
き
が
３

人
で
あ
っ
た
。

田
代
町
議
会
（
佐
藤
照
雄
委
員
）

田
代
町
議
会
と
し
て
は
、
在
任
特
例

を
適
用
す
べ
き
が
大
勢
を
占
め
、
議
員

報
酬
に
つ
い
て
は
合
併
協
議
を
ス
ム
ー

ズ
に
進
め
る
に
は
、
両
市
町
と
も
現
行

の
報
酬
の
据
え
置
き
は
や
む
を
得
な
い

と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
中
に

は
両
市
町
の
議
員
報
酬
を
同
額
ま
た
は

近
づ
け
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
あ
っ

た
。
合
併
後
最
初
の
一
般
選
挙
に
定
数

特
例
を
適
用
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
、
議
員
１６
人
の
う
ち
１
人
が
欠
席
で
、

１０
人
の
賛
成
、
５
人
の
反
対
と
な
り
、

定
数
特
例
の
適
用
が
賛
成
多
数
と
な
っ

た
。

各
委
員
か
ら
の
発
言
要
旨

在
任
特
例
に
つ
い
て

○
虻
川
景
一
委
員

在
任
特
例
は
や
む
を
得
な
い
と
思
う

が
、
大
仙
市
の
よ
う
に
在
任
期
間
を
短

縮
し
て
、
代
わ
り
に
大
館
市
と
田
代
町

の
報
酬
を
同
額
に
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
。

第
３
回
合
併
協
議
会
が
平
成
１６
年
４
月
２８
日
大
館
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー
で
、

第
４
回
合
併
協
議
会
が
５
月
１７
日
田
代
町
総
合
開
発
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

確 認 内 容

合併特例法の在任特例を適用
編入される市町村の議員が編入をする市町村の議員の残任期
間（平成１９年４月まで）に合わせて、そのまま引き続き在任
合併前 大館市２８人 田代町１６人
合併後 平成１９年４月まで４４人

合併後の報酬は現行どおり
大館市 議長４２８，０００円 副議長３８９，０００円 議員３７１，０００円
田代町 議長２７６，０００円 副議長２５０，０００円 議員２３９，０００円

平成１９年４月に行う合併後最初の一般選挙において、定数
特例を適用するかどうか継続協議中

議員数、任期

議員の報酬

合併後最初の一般
選挙の取扱い
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在
任
特
例
を
適
用
し

新
市
の
議
員
は
４４
人

協議内容



○
事
務
局

編
入
合
併
の
場
合
は
新
設
合
併
の
場

合
と
は
異
な
り
、
在
任
特
例
の
在
任
期

間
は
、
編
入
先
の
議
員
の
在
任
期
間
と

な
っ
て
お
り
、
法
律
上
、
そ
の
期
間
を

短
縮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
館
・

田
代
の
場
合
、
平
成
１９
年
４
月
と
な
る
。

○
佐
藤
信
行
委
員

大
館
市
議
会
も
田
代
町
議
会
も
在
任

特
例
を
適
用
し
た
い
と
全
員
協
議
会
で

協
議
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
町
民
と
し
て

も
全
く
同
感
で
あ
る
の
で
、
ぜ
ひ
在
任

特
例
を
生
か
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

議
員
の
報
酬
に
つ
い
て

○
伊
藤

毅
委
員

報
酬
は
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
の
で
は

な
い
か
。

○
佐
藤
信
行
委
員

合
併
の
本
来
の
目
的
は
財
政
問
題
で

あ
る
。
大
館
と

田
代
の
議
員
報

酬
に
は
相
当
の

開
き
が
あ
る
た

め
、
田
代
町
議

の
報
酬
は
現
行

の
ま
ま
で
い
い

が
、
大
館
市
議

会
の
報
酬
を
幾

分
下
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
か
。

○
伊
藤

毅
委
員

も
し
下
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
形
は
編

入
だ
が
、
同
じ
対
等
の
気
持
ち
で
合
併

し
て
い
る
の
で
両
市
町
と
も
下
げ
て
は

い
か
が
か
。
大
館
の
現
行
の
報
酬
が
高

い
か
ら
と
い
っ
て
、
な
ぜ
大
館
に
固
執

す
る
の
か
と
、
大
館
市
議
の
中
に
若
干

抵
抗
が
あ
っ
た
。

○
中
田
直
行
委
員

何
故
大
館
だ
け
下
げ
る
の
か
わ
か
ら

な
い
と
い
う
議
論
は
一
般
の
市
民
感
情

と
か
け
離
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

議
員
報
酬
の
絶
対
額
が
か
な
り
違
っ
て

い
る
。

○
小
笠
原

豊
委
員

田
代
、
大
館
両
議
会
議
員
と
も
近
年
、

報
酬
が
減
額
さ
れ
て
い
る
た
め
、
合
併

時
点
に
お
い
て
は
現
状
維
持
で
よ
い
の

で
は
な
い
か
。
合
併
の
主
目
的
が
財
政

問
題
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
合
併
後

に
報
酬
の
引
き
下
げ
と
い
う
議
論
が
で

る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
時
点
で

検
討
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

○
吉
田
光
明
副
会
長

田
代
町
議
会
議
員
も
大
館
市
議
会
議

員
と
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
報

酬
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
が
、
そ
れ

自
体
が
合
併
に
対
し
て
の
弊
害
に
な
っ

て
は
困
る
。
合
併
を
第
一
義
に
考
え
、

報
酬
の
据
え
置
き
と
い
う
結
論
を
出
し

た
田
代
町
議
会
に
敬
意
を
表
し
た
い
。

ま
た
、
報
酬
を
下
げ
る
と
す
れ
ば
大

館
、
田
代
と
も
に
下
げ
る
べ
き
だ
が
、

田
代
町
議
の
報
酬
を
こ
れ
以
上
下
げ
て

い
く
と
な
れ
ば
、
現
実
問
題
と
し
て
無

理
が
あ
る
た
め
、
現
状
維
持
が
よ
い
の

で
は
な
い
か
。

○
中
田
直
行
委
員

他
地
域
で
は
報
酬
の
高
い
と
こ
ろ
に

合
わ
せ
る
と
い
う
話
も
あ
る
が
、
そ
の

よ
う
な
議
論
が
出
て
こ
な
い
こ
と
は
素

晴
ら
し
い
。
現
行
ど
お
り
の
報
酬
で
２

年
間
在
任
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で

結
構
で
は
な
い
か
。

合
併
後
最
初
の
一
般
選
挙
に
つ
い
て

○
佐
藤
照
雄
委
員

大
館
市
と
の
合
併
に
お
い
て
、
田
代

町
の
住
民
に
は
負
担
の
増
と
サ
ー
ビ
ス

の
低
下
、
あ
る
い
は
住
民
の
声
が
行
政

に
反
映
さ
れ
に
く
く
な
る
、
町
が
さ
び

れ
る
と
い
う
不
安
の
声
が
あ
る
。
こ
の

不
安
を
和
ら
げ
る
た
め
、
合
併
後
最
初

の
一
般
選
挙
で
は
、
田
代
地
区
か
ら
確

実
に
議
員
を
送
れ
る
定
数
特
例
の
適
用

を
望
む
。

○
虻
川
景
一
委
員

大
館
市
内
で
も
旧
市
内
、
新
市
内
が

あ
っ
て
、
旧
市
内
よ
り
新
市
内
の
方
が

議
員
が
多
い
く
ら
い
で
あ
る
。
定
数
特

例
で
は
田
代
か
ら
３
人
し
か
出
せ
な
い

し
、
２
年
間
の
在
任
期
間
を
経
て
か
ら

の
選
挙
な
の
で
、
大
館
、
田
代
で
一
本

化
と
い
う
意
識
を
持
っ
た
ほ
う
が
よ
い

の
で
は
な
い
か
。

合併後最初の一般

選挙の扱いについ

ては、協議中

協議内容

一 般 選 挙
１９年４月

）

議員の数 ４４人
大館市 ２８人
田代町 １６人

在任特例を適用し大
館市の任期まで在任

合併後
合 併

１７年３月

（

条例の定数

大館市 ２８人

田代町 １６人

合併前
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○
�
坂
清
子
委
員

在
任
特
例
終
了
後
の
一
般
選
挙
で
も
、

田
代
地
区
の
議
員
に
在
籍
し
て
い
た
だ

き
た
い
た
め
、
定
数
特
例
を
希
望
す
る
。

○
中
村
弘
美
委
員

田
代
か
ら
議
員
が
い
な
く
な
る
と
い

う
危
機
感
を
聞
い
て
驚
い
て
い
る
。
私

は
※

花
矢
地
区
在
住
だ
が
、
人
口
６
０

０
０
人
弱
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
議
員

は
６
人
在
籍
し
て
い
る
。
こ
れ
は
田
代

全
体
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
人
口
で
あ

る
し
、
在
任
期
間
が
２
年
も
あ
る
の
で
、

心
配
に
は
及
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
。

○
小
笠
原

豊
委
員

編
入
さ
れ
る
立
場
と
し
て
は
、
あ
く

ま
で
も
シ
ビ
ア
に
考
え
定
数
特
例
を
お

願
い
し
た
い
。

○
畠
沢
一
郎
委
員

合
併
す
る
以
上
は
新
市
全
体
で
選
挙

を
し
た
い
。
選
挙
区
を
設
け
た
場
合
、

大
館
出
身
で
選
挙
を
し
た
方
は
田
代
の

事
情
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
。

こ
れ
で
は
合
併
し
て
か
ら
も
一
体
感
を

も
て
な
い
の
で
は
な
い
か
。

○
佐
藤
信
行
委
員

小
さ
な
集
落
の
事
情
は
そ
こ
に
住
ん

だ
者
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
た
め
、

田
代
在
住
者
が
確
実
に
当
選
で
き
る
定

数
特
例
を
要
望
す
る
。

○
中
田
直
行
委
員

選
挙
区
を
設
け
ず
大
館
と
田
代
全
体

で
選
挙
を
し
た
ほ
う
が
田
代
の
議
員
が

多
く
な
り
得
る
と
い
う
考
え
に
同
感
だ

が
、
情
の
部
分
で
、
田
代
の
議
員
を
３

人
き
っ
ち
り
確
保
し
た
ほ
う
が
し
こ
り

が
残
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
後
は
、
人
口
７
万
数
千
人
の
市

で
３１
人
の
議
員
を
抱
え
る
余
裕
が
あ
る

の
か
ど
う
か
、
定
数
削
減
の
方
向
に
皆

さ
ん
で
目
指
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

○
伊
藤

毅
委
員

定
数
特
例
を
適
用
す
る
と
し
た
場
合
、

定
数
は
３１
人
で
よ
い
の
か
ど
う
か
。
も

し
よ
け
れ
ば
、
全
員
協
議
会
で
定
数
に

つ
い
て
突
っ
込
ん
で
協
議
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

※
花
矢
…
旧
花
矢
町
は
昭
和
４２
年
１２
月
に

大
館
市
と
編
入
合
併

農
業
委
員
会
も
在
任
特
例

を
適
用

定
数
は
２２
人

第
３
回
、
第
４
回
合
併
協
議
会
に
お

い
て
、
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及

び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て
協
議
が
行

わ
れ
、
田
代
町
農
業
委
員
会
を
大
館
市

農
業
委
員
会

に
統
合
し
、

合
併
後
の
公

選
委
員
の
取

り
扱
い
に
つ

い
て
は
在
任

特
例
を
適
用

す
る
こ
と
で

確
認
さ
れ
ま

し
た
。

在
任
特
例

を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
田
代
町
の

公
選
委
員
１０
人
は
、
大
館
市
の
公
選
委

員
の
任
期
で
あ
る
平
成
１７
年
７
月
ま
で

在
任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
任
期
切
れ
に
伴
う
合
併
後
最
初

の
選
挙
で
は
、
選
挙
区
を
５
と
し
て
、

新
市
全
体
の
定
数
は
２２
人
と
す
る
こ
と

で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

電
算
シ
ス
テ
ム
の
取
扱
い

電
算
シ
ス
テ
ム
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
第
３
回
合
併
協
議
会
で
協
議
さ
れ
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
く
こ
と
な

く
、
合
併
期
日
に
安
全
か
つ
確
実
に
稼

動
で
き
る
よ
う
調
整
す
る
も
の
と
確
認

さ
れ
ま
し
た
。

条
例
、規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

原
則
と
し
て
大
館
市
の
条
例
、
規
則

等
を
適
用
す
る
こ
と
で
確
認
さ
れ
ま
し

た
が
、
各
種
事
務
事
業
等
の
調
整
方
針

と
関
係
す
る
条
例
、
規
則
等
に
つ
い
て

は
、
そ
の
調
整
を
踏
ま
え
て
所
要
の
改

正
等
を
行
う
も
の
と
し
て
確
認
さ
れ
ま

し
た
。
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協議内容

公選委員の定数

新市全体で２２人

（選挙区数５）

会議の詳しい内容については、ホームページをご覧ください。http : //odate-tashiro.jp

農業委員会選挙
１７年７月

）

公選委員の数 ３０人
大館市 ２０人
田代町 １０人

在任特例を適用し大
館市の任期まで在任

合併後
合 併

１７年３月

（

公選委員の定数
大館市 ２０人
（選挙区数４）
田代町 １０人
（選挙区なし）

合併前



確 認 内 容

１．田代町農業委員会を大館市農業委員会に統合する。
２．選挙による委員については、次のとおり取り扱うものとする。
（１）田代町の選挙による委員については、田代町の農地法関係業務等に支障を来
すことのないよう、市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第
８条第１項第２号の規定を適用し、大館市農業委員会の委員の残任期間、引き続
き合併後の大館市の農業委員会の委員として在任するものとする。

（２）農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第７条第１項の規定に基
づき、合併後の大館市の農業委員会の選挙による委員の定数を２２人とし、大館市
の区域に４選挙区、田代町の区域に１選挙区を設けるものとする。
（３）選挙区ごとの定数は、平成１７年３月３１日現在の選挙区の選挙人の数を基に、
合併後最初に執行される大館市の農業委員会の一般選挙までに定めるものとす
る。

原則として大館市の条例、規則等を適用する。ただし、各種事務事業等の調整方
針と関係する条例、規則等については、その調整を踏まえて所要の改正等を行うも
のとする。

１．田代町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６
号）第７条第１項第２号の規定を適用し、大館市の議会の議員の残任期間、引き
続き合併後の大館市の議会の議員として在任するものとする。
２．合併後の両市町の議員報酬は現行どおりとする。
３．合併後最初の一般選挙の取り扱いについては継続協議中

電算システムの統合に当たっては、下記の点に留意しながら、住民サービスの
低下を招くことなく、合併期日に安全かつ確実に稼働できるよう調整するものと
する。

�住民生活に影響が及ばないように十分配慮する。
�システム統合にかかる改修の量及び経費は、極力抑えるように配慮する。
�地域情報化の推進、電子自治体の実現等の課題に適時、的確に対応する。

項 目

７．農業委員会の委員

の定数及び任期の

取扱い

１１．条例、規則等の取

扱い

１２．議会の議員の定数

及び任期の取扱い

（一部継続協議）

２３－３．

電算システム事業

第
３
回
合
併
協
議
会
協
議
案
件

第３回、第４回合併協議会で確認された協定項目

平
成
１６
年
４
月
２８
日

協定項目確認内容

協
議
案

第
１２
号

議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
に
つ
い
て

（
継
続
協
議
）

協
議
案

第
１３
号

農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
継
続
協
議
）

協
議
案

第
１４
号

電
算
シ
ス
テ
ム
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
確
認
）

協
議
案

第
１５
号

条
例
、規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
確
認
）

第
４
回
合
併
協
議
会
協
議
案
件

平
成
１６
年
５
月
１７
日
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協
議
案

第
１２
号

議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
に
つ
い
て（

一
部
継
続
協
議
）

協
議
案

第
１３
号

農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
確
認
）

�



調 整 状 況

確認（４／９第２回協議会）

確認（４／９第２回協議会）

確認（４／９第２回協議会）

確認（４／９第２回協議会）

確認

（５／１７第４回協議会）

確認（４／２８第３回協議会）

一部継続協議

確認（４／２８第３回協議会）

提案

○

○

○

○

○

○

○

○

設 定 項 目

合併の方式

合併の期日

新市の名称

新市の事務所の位置

財産の取扱い

事務組織及び機構の取扱い

本庁組織、出先機関、

附属機関、地域審議会

農業委員会の委員の定数

及び任期の取扱い

地方税の取扱い

一般職の職員の身分の取扱い

特別職の身分の取扱い

条例、規則等の取扱い

議会の議員の定数及び

任期の取扱い

一部事務組合等の取扱い

一部事務組合、協議会、

公社、第三セクター

使用料、手数料等の取扱い

公共的団体等の取扱い

補助金、交付金等の取扱い

町名、字名の取扱い

慣行の取扱い

市章、花、木、歌、

憲章・宣言、行事

国民健康保険事業の取扱い

介護保険事業の取扱い

消防団の取扱い

行政区の取扱い

各種事業の取扱い

男女共同参画事業

国際交流事業

電算システム事業

広報広聴関係事業

納税関係事業

消防防災関係事業

交通関係事業

窓口業務

保健衛生事業

病院、診療所

休日、夜間、救急診療

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

No

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

分類

Ａ群

Ｂ群

Ｃ群

Ｄ群

Ｅ群

Ｆ群

Ｇ群

調 整 状 況提案設 定 項 目

障害者福祉事業

高齢者福祉事業

児童福祉事業

保育事業

生活保護事業

その他福祉事業

健康づくり事業

ごみ収集運搬業務

環境対策事業

農林水産関係事業

商工、観光関係事業

建設関係事業

上水道、下水道事業

公立学校（園）の通学区

学校教育事業

文化振興事業

コミュニティ施策

社会教育（生涯学習）事業

社会福祉協議会

その他の事業

新市建設計画

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

No

２３

２３

２３

２４

分類

Ｈ群

Ｉ群

Ｊ群

�

合併協定項目の調整状況
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平成１６年５月１７日現在

合併協定項目の調整は次の順番で進められ
ていきます。

合併協議会へ案件を提案

合併協議会で協議・調整

合併協議会で協議・調整
の結果を確認

分科会で協議・調整

専門部会で協議・調整

幹事会で協議・調整

合併協定項目

）

）

）

（

（

（








